
目標

対象

日数 2日

時間 13:00

科　目　名 時間数

民法 13:00

講師

法務研修

民法（総則・物権法）

・民法の解釈や関連する判例に関する基礎的知識の習得を図る。
・政策法務能力の下地となる法的素養を身に付け、民法の的確な解釈や運用能力の向上を図る。
・法的知識の習得に対する自己啓発への動機づけや、地方公務員としての自覚を醸成する。

全職員

研修日程
8/5（火）～6（水）

実施科目

科　目　内　容

・民法の構成や、基礎的な重要条文の内容を理解できて勉強になった。
・基本業務における注意点を考えるほかにも、自身に業務の関わりのない部署の業務の考え方も知ることが
でき、市の立場で考えることができるようになった。
・民法は年々、改正しているから、改正の情報を得る必要があることを認識した。
・事例の演習時間があまり取れなかったので、もう少し増やすと良い。

研修所メッセージ

・本研修では、民法のうち「総則（法律行為や時効など）」と「物権法（所有権や抵当権など）」を中心に学びま
す。
・民法は日常生活における財産関係と家族関係を規定する法律ですが、契約や相続など地方自治体の日常
業務にも深く関係しています。
・地方公務員として勤務したご経験がある弁護士の方に登壇いただきますので、実例等を交えながら学ぶこ
とができます。
・なお、民法を体系的に学ぶには、この研修と合わせて「民法（債権法）」及び「民法（親族法・相続法）」も受講
することをお勧めします。

方　　法

・総則
（通則、人、法人、物、法律行為、期間の計
算、時効）
・物権
（総則、占有権、所有権、地上権、永小作
権、地役権、留置権、先取特権、質権、抵
当権）
・事例演習

講　　義
演　　習

弁護士

参加した研修生の声


